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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第43期
第２四半期
連結累計期間

第44期
第２四半期
連結累計期間

第43期

会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

売上高 （千円） 8,044,358 7,733,545 16,450,563

経常利益 （千円） 452,248 338,722 892,501

四半期（当期）純利益 （千円） 234,639 174,111 447,218

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 212,624 193,444 435,108

純資産額 （千円） 5,965,429 6,238,320 6,187,805

総資産額 （千円） 8,707,899 8,454,201 9,279,096

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 31.59 23.44 60.21

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 66.6 71.4 64.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △161,423 340,454 238,676

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 77,520 △58,765 22,020

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △15,517 △536,664 △17,690

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（千円） 1,651,948 1,732,054 1,992,863

　

回次
第43期
第２四半期
連結会計期間

第44期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日

自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 17.88 11.17

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第43期第２四半期連結累計期間、第44期第２四半期連結累計期間および第43期の潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載をしておりません。　

４．第43期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。

　なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４ 経理の状況　１ 四半

期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」をご参照下さい。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。

　

(1）経営成績の分析

　当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）における日本経済は、震災からの復興に伴

い緩やかな回復基調にありましたが、円高の長期化、海外経済の減速などによる景気の下振れ懸念があり、顧客の事

業活動やＩＴ投資は引き続き慎重な姿勢が続いております。

　経済産業省が実施する「特定サービス産業動態統計調査」（平成23年10月18日発表）によりますと、情報サービ

ス産業の売上高は、平成21年６月から平成23年８月まで長期にわたりマイナス成長傾向が続いております。このよ

うな環境のもと、当社グループは、引き続き人材育成を最優先課題に取り組むとともに、グループ経営資源の共有と

活用による業務効率化、既存顧客へのグループ横断的な営業展開を積極的に行ってまいりました。

　この結果、主要事業のシステム運営管理事業においては、顧客からの値下げ要請が一部に見られたものの、潜在

ニーズの発掘および付加価値サービスへの転換により、売上高が微増となりました。しかしながら、顧客のＩＴ投資

抑制の影響によるソフトウエア開発事業の受注不振、および国内の受託データ入力事業からの撤退による受注減な

どの影響により、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は、77億33百万円（前年同期比3.9％

減）となりました。

　収益面におきましては、グループを挙げて業務プロセスの改善による生産性の向上に取り組んでまいりましたが、

減収に伴う減益のほか、顧客からの値下げ要請等により、収益の回復には至らず、営業利益は３億28百万円（同

21.6％減）、経常利益は３億38百万円（同25.1％減）、四半期純利益は１億74百万円（同25.8％減）となりました。

　なお、当社グループの当第２四半期連結累計期間におけるセグメント別の業績は以下のとおりであります。

　

①システム運営管理

　企業のＩＴ投資抑制が続く中、システム運営管理業務のアウトソーシング化の需要を捉えたことにより、売上高は

48億84百万円（同0.3％増）と微増となりました。

②ソフトウエア開発

　顧客のＩＴ投資抑制の影響を受け、既存顧客における開発案件の受注が低調に推移したことから、売上高は23億14

百万円（同11.1％減）となりました。

③その他

　国内の受託データ入力事業からの撤退による受注減などから、売上高は５億34百万円（同6.6％減）となりまし

た。

（注）当社グループは、従来、「システム運営管理」、「ソフトウエア開発」、「データ入力」の３つを報告セグメ

ントとしておりましたが、データ入力事業の重要性が低下したことにより、第１四半期連結会計期間より、「システ

ム運営管理」、「ソフトウエア開発」の２つに変更しております。

　当第２四半期連結累計期間の比較分析は、当該変更の影響を含めております。
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(2）財政状態の分析

①資産の部

当第２四半期連結会計期間末の資産の部は、現金及び預金の減少２億54百万円、売上債権の減少４億50百万円お

よび繰延税金資産の減少１億12百万円などにより、前連結会計年度末の92億79百万円から８億24百万円減少し84億

54百万円となりました。　

②負債の部

当第２四半期連結会計期間末の負債の部は、有利子負債の減少３億91百万円、賞与引当金の減少２億39百万円お

よび未払法人税等の減少１億11百万円などにより、前連結会計年度末の30億91百万円から８億75百万円減少し22億

15百万円となりました。

③純資産の部

当第２四半期連結会計期間末の純資産の部は、四半期純利益１億74百万円および配当金の支払いによる減少１億

41百万円などにより、前連結会計年度末の61億87百万円から50百万円増加し、62億38百万円となりました。

　

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期

連結会計期間末に比べ80百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には17億32百万円（前年同期比4.8％増）と

なりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は３億40百万円（前年同期は１億61百万円の使用）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益３億38百万円、減価償却費52百万円、売上債権の減少４億50百万円、賞与

引当金を含むその他の流動負債の減少額３億40百万円および法人税等の支払額１億67百万円などによるものであ

ります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は58百万円（前年同期は77百万円の獲得）となりました。

これは主に、定期預金の預入による支出６百万円、定期預金の払戻による収入50百万円、有形固定資産の取得によ

る支出78百万円および無形固定資産の取得による支出17百万円などによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

財務活動の結果使用した資金は５億36百万円（前年同期は15百万円の使用）となりました。

これは主に、短期借入金の純減少額３億50百万円、長期借入金の返済による支出41百万円および配当金の支払額

１億41百万円などによるものであります。　

　

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(5）研究開発活動

該当事項はありません。

　

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの主な資本の財源は、内部資金および金融機関からの借入であります。当第２四半期連結会計期間

末現在、短期借入金の残高は４億30百万円であります。

　なお、当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため取引銀行５行と融資枠設定金額10億円の貸出コミットメン

トライン契約を締結しております。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年11月11日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,029,535 8,029,535

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数は100株

であります。

計 8,029,535 8,029,535 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。　

決議年月日 　　　　　　　平成23年７月29日

新株予約権の数（個） 　　　　　　　2,170個

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 　　　　　　　　－

新株予約権の目的となる株式の種類

　当社普通株式。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限

定のない当社における標準となる株式です。なお、当社普通

株式の単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　　　　217,000株

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　　　　　547円

新株予約権の行使期間
　　　　　　　自  平成25年７月30日

　　　　　　　至  平成33年７月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

　　　　　　　発行価格　　547円 

　　　　　　　資本組入額　274円      

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権

者」という。）は、権利行使時においても、当社または

当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にある

ことを要するものとします。ただし、当社または当社子

会社の取締役、監査役または従業員たる地位を失った

後も、任期満了等の正当な理由による退任ならびに定

年および会社都合による退職の場合に限り、当該地位

喪失から１年間（当該地位喪失が新株予約権行使期間

開始前の場合には、行使期間開始後１年間）に限り行

使することができます。

２．新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を

認めないものとします。

３．その他の条件については当社と新株予約権者との間で

締結する「新株予約権割当契約」に基づき、定めるも

のとします。　

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

決議による承認を要するものとします。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項

　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、

吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社とな

る場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それ

ぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称

して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、

組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権

（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対

し、合併後存続する株式会社または合併により設立する株

式会社、吸収分割する事業に関して有する権利義務の全部

または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する

株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社お

よび株式移転により設立する株式会社（以上を総称して以

下「再編対象会社」という。）の新株予約権を下記の条件

で交付することとします。この場合においては、残存新株予

約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行す

るものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、

吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転

計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合

に限るものとします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数

をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的となる株式の種類

　再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的となる株式の数

　組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、

調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てます。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の

行使時の払込金額」で定められる１株当たり行使価額を

調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定

される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式

の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権の行使期間

　上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行

使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力

発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の

行使期間」に定める新株予約権を行使することができる

期間の最終日までとします。

⑥その他の行使条件及び取得条項

　上記「新株予約権の行使の条件」及び「自己新株予約権

の取得の事由及び取得の条件」に準じて定めるものとし

ます。

⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増

加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。

⑧譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の

承認を要します。　
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　（注）１．付与株式数の調整

新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無

償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ

行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　

　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準

日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。

ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されること

を条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分

割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌

日以降これを適用します。

また、当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする

場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。

　　　　２．行使価額の調整

割当日後に以下の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に付与株式数を乗じた額

とする。また、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。

①当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合 

　

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

1

株式分割・株式無償割当て・株式併合の比率

　

②当社が時価を下回る価額で募集株式を発行（株式の無償割当てによる株式の発行および自己株式を交付す

る場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合、公正な価額による公募増資の発

行の場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く）する場合　

　

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数か

ら、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発

行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替え

ます。

　　　　３．新株予約権の行使請求及び払込みの方法

(1)新株予約権を行使する場合、当社が指定した所定の様式の権利行使申込書等の必要書類を上記「新株予約

権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」に定める行使請求受付場所に提出するとともに、当

社の指定する銀行口座に払込金を払い込むものとします。

(2)前項の方法による権利行使を行う場合には、当社指定の方法により証券会社に新株予約権者本人名義の口

座を開設するものとします。

　　　　４．新株予約権の行使効力発生時期等

新株予約権の行使の効力は、行使請求の受付場所において受領された新株予約権行使請求書を払込取扱場所

が受領し、かつ払込金額の全額が払込取扱場所の当社の指定する口座に入金されたときに生ずるものとしま

す。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成23年７月１日～

平成23年９月30日
－ 8,029,535－ 592,344－ 543,293

 

　

（６）【大株主の状況】

　 平成23年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

有限会社エイ・ケイ 東京都国立市東４－14－44 701 8.74

株式会社みずほトラストシステム

ズ
東京都調布市国領町８－２－15 682 8.50

ID従業員持株会
東京都千代田区二番町７－５　二番町平和

ビル
665 8.29

タイヨー　パール　ファンド　エル

ピー

（常任代理人　シティバンク銀行

株式会社証券業務部）

Ｃ／Ｏ　ＷＡＬＫＥＲＳ　ＳＰＶ　ＬＩＭＩ

ＴＥＤ，ＷＡＬＫＥＲ　ＨＯＵＳＥ，87　

ＭＡＲＹ　ＳＴ．ＧＥＯＲＧＥ　ＴＯＷ

Ｎ，ＧＲＡＮＤ　ＣＡＹＭＡＮ　ＫＹ１‐

9002,ＣＡＹＭＡＮ　ＩＳＬＡＮＤＳ

（東京都品川区東品川２－３－14）

646 8.06

ステート　ストリート　バンク　ア

ンド　トラスト　カンパニー　

505104

（常任代理人　株式会社みずほ

コーポレート銀行決済営業部）

Ｐ．Ｏ．ＢＯＸ　351　ＢＯＳＴＯＮ　ＭＡ

ＳＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ　02101　Ｕ．Ｓ．

Ａ．

（東京都中央区月島４－16－13）

351 4.38

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１－２－１ 281 3.51

株式会社ケイ・シー・エス 東京都国立市東４－14－44 277 3.46

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 225 2.81

竹田和平 愛知県名古屋市天白区 210 2.62

ティーディーシーソフトウェアエ

ンジニアリング株式会社
東京都渋谷区千駄ヶ谷５－33－６ 189 2.36

計 － 4,233 52.72

（注）　上記のほか当社所有の自己株式601千株（7.50％）があります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　601,900
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　7,373,700 73,737 －

単元未満株式 普通株式 　　　53,935 － －

発行済株式総数 　　　　　　8,029,535 － －

総株主の議決権 － 73,737 －

（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が700株（議決権７個）含ま

れております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が13株、当社所有の自己保有株式が27株含

まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成23年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

（自己保有株式）

株式会社インフォメー

ション・ディベロプメン

ト

東京都千代田区二番町７

－５ 
601,900 － 601,900 7.49

計 － 601,900 － 601,900 7.49

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平成

23年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、三優監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,012,863 1,758,285

受取手形及び売掛金 2,763,462 2,313,371

仕掛品 19,042 56,748

繰延税金資産 298,278 196,014

その他 114,559 111,258

貸倒引当金 △1,329 △1,401

流動資産合計 5,206,876 4,434,277

固定資産

有形固定資産

土地 1,686,795 1,697,795

その他（純額） 638,390 669,662

有形固定資産合計 2,325,186 2,367,458

無形固定資産

のれん 416,413 377,174

ソフトウエア 64,251 79,362

その他 24,325 4,657

無形固定資産合計 504,990 461,194

投資その他の資産 ※2
 1,242,043

※2
 1,191,270

固定資産合計 4,072,220 4,019,923

資産合計 9,279,096 8,454,201

負債の部

流動負債

買掛金 238,561 228,814

短期借入金 ※1
 780,000

※1
 430,000

1年内返済予定の長期借入金 41,150 －

未払法人税等 162,788 51,672

賞与引当金 596,746 356,979

役員賞与引当金 20,835 8,200

受注損失引当金 － 112

その他 579,904 470,254

流動負債合計 2,419,986 1,546,033

固定負債

退職給付引当金 573,703 574,655

役員退職慰労引当金 3,575 3,442

その他 94,025 91,748

固定負債合計 671,304 669,846

負債合計 3,091,291 2,215,880
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 592,344 592,344

資本剰余金 545,593 545,593

利益剰余金 5,340,738 5,373,720

自己株式 △429,696 △429,817

株主資本合計 6,048,979 6,081,840

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △38,219 △34,044

為替換算調整勘定 △11,335 △10,464

その他の包括利益累計額合計 △49,554 △44,508

新株予約権 － 2,085

少数株主持分 188,379 198,902

純資産合計 6,187,805 6,238,320

負債純資産合計 9,279,096 8,454,201
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 8,044,358 7,733,545

売上原価 6,426,852 6,281,326

売上総利益 1,617,506 1,452,218

販売費及び一般管理費 ※
 1,197,864

※
 1,123,426

営業利益 419,641 328,791

営業外収益

受取利息 1,622 1,473

受取配当金 10,163 10,430

助成金収入 19,737 11,189

その他 26,078 15,276

営業外収益合計 57,601 38,370

営業外費用

支払利息 4,791 3,082

コミットメントライン手数料 17,983 18,005

為替差損 － 7,111

その他 2,219 240

営業外費用合計 24,994 28,439

経常利益 452,248 338,722

特別利益

固定資産売却益 － 548

役員退職慰労引当金戻入額 1,000 －

特別利益合計 1,000 548

特別損失

固定資産売却損 323 325

固定資産除却損 16 138

投資有価証券評価損 7,341 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,853 －

特別損失合計 17,536 463

税金等調整前四半期純利益 435,711 338,807

法人税、住民税及び事業税 43,137 40,821

法人税等調整額 163,365 109,561

法人税等合計 206,502 150,383

少数株主損益調整前四半期純利益 229,209 188,424

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,430 14,312

四半期純利益 234,639 174,111
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 229,209 188,424

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13,561 4,149

為替換算調整勘定 △3,023 871

その他の包括利益合計 △16,584 5,020

四半期包括利益 212,624 193,444

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 219,355 179,157

少数株主に係る四半期包括利益 △6,730 14,286

EDINET提出書類

株式会社インフォメーション・ディベロプメント(E05017)

四半期報告書

15/25



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 435,711 338,807

減価償却費 60,247 52,486

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,853 －

固定資産除却損 16 138

固定資産売却損益（△は益） 323 △223

投資有価証券評価損益（△は益） 7,341 －

のれん償却額 39,238 39,238

株式報酬費用 － 2,085

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,798 △12,635

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 71

受注損失引当金の増減額（△は減少） 132 112

退職給付引当金の増減額（△は減少） △49,085 951

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △74,086 1,287

受取利息及び受取配当金 △11,785 △11,904

支払利息 4,791 3,082

為替差損益（△は益） △188 6,508

売上債権の増減額（△は増加） 345,866 450,265

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,145 △37,721

仕入債務の増減額（△は減少） △69,619 △9,754

その他の流動資産の増減額（△は増加） △10,436 3,782

その他の流動負債の増減額（△は減少） △240,277 △340,703

その他の固定負債の増減額（△は減少） 94,038 △1,935

その他 356 17,028

小計 525,497 500,968

利息及び配当金の受取額 11,662 11,499

利息の支払額 △5,013 △3,147

役員退職慰労金の支払額 △403,229 △1,420

法人税等の支払額 △290,339 △167,444

営業活動によるキャッシュ・フロー △161,423 340,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △6,231

定期預金の払戻による収入 50,000 50,000

有形固定資産の取得による支出 △17,633 △78,675

有形固定資産の売却による収入 170 885

投資有価証券の取得による支出 △300 △300

無形固定資産の取得による支出 △11,131 △17,069

貸付けによる支出 － △2,180

貸付金の回収による収入 535 2,686

その他 55,879 △7,881

投資活動によるキャッシュ・フロー 77,520 △58,765
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 175,500 △350,000

長期借入金の返済による支出 △50,100 △41,150

リース債務の返済による支出 △684 △328

自己株式の取得による支出 △46 △121

自己株式の売却による収入 2 －

配当金の支払額 △140,188 △141,300

少数株主への配当金の支払額 － △3,764

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,517 △536,664

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,111 △5,833

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △101,531 △260,809

現金及び現金同等物の期首残高 1,753,479 1,992,863

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,651,948

※
 1,732,054
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【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成23年９月30日）

※１　当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため取引

銀行５行と貸出コミットメントライン契約を締結して

おります。

　この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高等は次のとおりであります。

※１　当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため取引

銀行５行と貸出コミットメントライン契約を締結して

おります。

　この契約に基づく当第２四半期連結会計期間末の借

入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントラインの総額 1,000,000千円

借入実行残高 400,000千円

差引額 600,000千円

貸出コミットメントラインの総額 1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,000,000千円

※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 ※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 10,900千円 投資その他の資産 10,900千円
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（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次

のとおりです。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次

のとおりです。

給与・賞与 538,400千円

賞与引当金繰入額 49,731千円

役員賞与引当金繰入額 8,202千円

退職給付費用 30,120千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,514千円

給与・賞与 505,415千円

賞与引当金繰入額 40,251千円

役員賞与引当金繰入額 8,200千円

退職給付費用 25,477千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,551千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りであります。

 

前第２四半期連結累計期間

（自　平成22年４月１日

至　平成22年９月30日）

　

当第２四半期連結累計期間

（自　平成23年４月１日

至　平成23年９月30日）

　

現金及び預金勘定 1,671,948千円 　 1,758,285千円 　

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △20,000　 △26,231　

現金及び現金同等物 1,651,948　 1,732,054　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月23日

定時株主総会
普通株式 141,133 19平成22年３月31日平成22年６月24日利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月23日

定時株主総会
普通株式 141,128 19平成23年３月31日平成23年６月24日利益剰余金

 　

EDINET提出書類

株式会社インフォメーション・ディベロプメント(E05017)

四半期報告書

20/25



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　

　

　報告セグメント
その他

(注１)　

調整額

(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額　

(注３)　

システム運

営管理

ソフトウエ

ア開発

データ入力

　
計

　売上高

　(1)外部顧客への売上高

　

4,870,289　

　

2,602,180

　

　243,105

　

7,715,575

　

328,783

　

－　

　

8,044,358　

　(2)セグメント間の内部

　　 売上高又は振替高　
－　　 19,229 61　 19,2912,057△21,348 －

計　 4,870,289　 2,621,409243,1667,734,866330,840△21,348　 8,044,358　

　セグメント利益又は損失（△）　 864,339326,701△31,9311,159,110△61,744△677,724419,641

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、セキュリティ事業、

　　　　　コンサルティング事業等を含んでおります。

　　　２．セグメント利益の調整額△677,724千円には、セグメント間取引消去3,866千円、各報告セグメン

　　　　　トに配分していない全社費用△681,591千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ

　　　　　ントに帰属しない一般管理費であります。

　　　３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　

　

　報告セグメント
その他

(注１)　

調整額

(注２)

四半期連結損
益計算書計上

額　

(注３)　

システム運営

管理

ソフトウエア

開発
計

　売上高

　(1)外部顧客への売上高

　

4,884,806　

　

2,314,633

　

7,199,439

　

534,105

　

－　

　

7,733,545　

　(2)セグメント間の内部

　　 売上高又は振替高　
650　　 43,960 44,610 5,020△49,630 －

計　 4,885,456　 2,358,5937,244,049539,125△49,630　 7,733,545　

　セグメント利益 735,055209,637944,69246,641△662,542328,791

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、データ入力事業、セ

キュリティ事業、コンサルティング事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△662,542千円には、セグメント間取引消去8,211千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△670,753千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメン

トに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループは、従来、「システム運営管理」、「ソフトウエア開発」、「データ入力」の３つを報告セ

グメントとしておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「システム運営管理」、「ソフトウエア開

発」の２つに変更しております。

この変更は、データ入力事業の当社グループにおける重要性が低下したことによるものであります。

なお、当第２四半期連結累計期間の「その他」の区分に含めた「データ入力」の売上高は240,495千円、

セグメント利益は43,970千円であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 31円59銭 23円44銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 234,639 174,111

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 234,639 174,111

普通株式の期中平均株式数（株） 7,428,068 7,427,746

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益金額の算定に含

まれなかった潜在株式について前連結会計

年度末から重要な変動がある場合の概要

平成14年ストック・オプション

は、平成22年６月30日をもって、権

利行使期間満了により失効してお

ります。　　

　

　　

新株予約権（ストック・オプショ

ン）

株主総会の決議日 潜在株式の数

平成23年６月23日217,000株

詳細については、第３ 提出会社

の状況 １　株式等の状況（2）新

株予約権等の状況に記載のとおり

であります。　

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。
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（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

（子会社株式の譲渡）

当社は、平成23年10月31日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社シィ・エイ・ティ（以下、

「Ｃ．Ａ．Ｔ」といいます。）の保有株式の全部をＣ.Ａ.Ｔへ譲渡することを決議いたしました。

（1) 株式の譲渡の理由

当社が平成20年８月に連結子会社化しましたＣ.Ａ.Ｔは、主にデータ入力業務や書類電子化業務などアナログ

データのデジタル化サービスを提供しております。

当社は現在、コア事業でありますシステム運営管理の強化や、市場ニーズのあるＩＴプラットフォーム系技術者の

育成、中国を始めとするグローバル事業の展開など、成長分野への経営資源の集中化による成長戦略の実現に注力し

ております。

一方、データ入力事業につきましては、大口顧客の取引縮小に伴い、国内業務に関しては、平成22年度より整理を行

い、事業の効率化・合理化を進めてまいりました。今後も引き続き事業の選択と集中を推進し、経営資源の集約化を

加速させるため、Ｃ.Ａ.Ｔ株式の全部をＣ.Ａ.Ｔに譲渡することといたしました。これにより、当社グループにおけ

る国内データ入力事業からの撤退が完了いたします。

なお、本件譲渡によりＣ.Ａ.Ｔは当社の連結子会社ではなくなります。

（2) 異動する子会社（株式会社シィ・エイ・ティ）の概要

①商号 株式会社シィ・エイ・ティ

②本店所在地 大阪市淀川区宮原４丁目３番12号

③代表者の役職・氏名 代表取締役　　大西　由紀

④事業の内容 書類電子化、図面電子化、データ入力等のデジタルソリューション事業

⑤設立年月日 平成４年３月11日

⑥上場会社と該当会社との関係等

資本関係：当社が発行済み株式の59.5％を保有しております。

人的関係：当社の役員２名および従業員１名が取締役を、当社の役員１名が監査役を、それぞれ兼務しておりま

す。

取引関係：書類電子化業務の委託をしております。

関連当事者への該当状況：当該会社は当社の連結子会社に該当し、本件株式譲渡後は当社の連結対象会社から外

れます。

⑦資本金の額 90百万円

⑧売上高 382百万円（平成23年３月期）

（3) 譲渡株式数、譲渡価額および譲渡前後の所有株式の状況

①異動前の所有株式数 2,867株（所有割合：59.5％）

②譲渡株式数 2,867株（譲渡価額：46百万円）

③異動後の所有株式数 0株（所有割合：0％）

④譲渡価額の算定根拠 譲渡価額は、当該子会社の簿価純資産額を基に当社とＣ．Ａ．Ｔが協議し、決定いたし

ました。

（4) 日程

取締役会決議　　　　平成23年10月31日

株式譲渡契約締結　　平成23年11月21日（予定）

引渡期日　　　　　　平成23年11月21日（予定）

（5) 今後の予定

本件株式譲渡により、平成24年３月期第３四半期において連結ベースで特別損失として約46百万円を計上する予

定であります。　

　　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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　 独立監査人の四半期レビュー報告書　
　　

平成23年11月11日

株式会社 インフォメーション・ディベロプメント

取締役会　御中

　

三 優 監 査 法 人

　

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士 杉　　　田　　　　純　　印

　

　 業務執行社員　 公認会計士 増　　田　　涼　　恵　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社インフォ
メーション・ディベロプメントの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、

四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社インフォメーション・ディベロプメント及び連結子会社の平成

23年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
強調事項　

　重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成23年10月31日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社シィ・エ

イ・ティの保有株式の全部を譲渡することを決議している。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。　
　
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上
　

　
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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